
岡山県会計年度任用職員（岡山県庁チャレンジオフィス支援員）採用試験受験案内 
 
                                                                           令和８年５月７日 

 
                           岡 山 県 総 務 部 人 事 課 
                           〒700-8570 岡山市北区内山下２丁目４－６ 
                           直通電話（086）226-7489（直通） 
 
 岡山県では、岡山県庁チャレンジオフィス（※）において、障害のある事務補助員に対して業務指導等を行う

支援員（地方公務員法第２２条の２第１項第２号の規定により任用される会計年度任用職員）を下記のとおり募

集します。 
 
（※）障害のある事務補助員が、書類の作成・封入・電子化、郵便物の集配・仕分け、パソコンの入力などの 

補助的・定型的な業務に従事する職場です。 
 
１ 職名、採用予定者数、主な職務内容及び配属先 

職名 
採用 

予定者数 

採用 

予定日 
主な職務内容 配属先 

岡山県庁 

チャレンジ

オフィス 

支援員 

１名 
令和８年 

６月１日 

・障害のある事務補助員に対する業務指導、

能力開発支援 

・岡山県庁チャレンジオフィスの運営補助、

関係機関との連絡調整 

総務部人事課 

（岡山市北区内山下２丁目４－６） 

 

２ 受 験 資 格 

  次のいずれの要件も満たす者 

（1） 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない者、すなわち、 
    ・  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

    ・ 岡山県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
   …などに該当しない者 
（2） 民間企業又は官公庁等において、３年以上障害者の職業指導又は職業訓練に従事した経験を有する者 
 

３ 受験申込みの受付 
 (1) 受付期間 令和８年５月７日（木）から令和８年５月１４日（木）まで 

        ＊郵送の場合は令和８年５月１４日（木）必着 

        （簡易書留扱いを推奨します。普通郵便による郵送で事故が発生した場合の責任は負いません。） 

(2) 受付時間 ８時３０分から１７時まで（土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く） 

 (3) 受付場所 岡山県総務部人事課（〒700-8570 岡山市北区内山下２丁目４－６） 

 (4) 提出書類 （各１通） 

  ①岡山県庁チャレンジオフィス支援員採用試験申込書（別紙様式） 1 通 

・印刷した上で必要事項を記入の上、写真(最近 6 カ月以内に撮影したもの)を貼付してください。 

・本人自署欄には氏名を自署してください。 

②顔写真（縦 4cm×横 3cm） 

・申込書貼付のものとは別に提出してください。 

③返信用封筒（定型長型 3 号） 

   ・郵便切手（110 円分）を貼付け、宛名及び宛先を記載してください。 

（注意事項） 

      ※郵送の場合は、封筒の表に「岡山県庁チャレンジオフィス支援員採用試験」と朱書してください。 

      ※持参による受付時間は 8 時 30 分～17 時で、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）は受付できません。 

※提出された返信用封筒にて、岡山県総務部人事課から受験票を発送します。令和 8 年 5 月 19 日（火）

までに受験票が届かない場合は、必ず岡山県総務部人事課まで連絡してください。 

※必要に応じて、受験資格の有無及び提出書類の記載事項等について確認することがありますので、 

申込書には必ず連絡のとれる連絡先を記入してください。 

    ※申込書の記載内容が事実と相違する場合は、合格を取り消すことがあります。 

※身体に障害があり、試験会場において配慮を必要とする場合は、あらかじめ岡山県総務部人事課まで 

連絡してください。 



 

４ 試験の日時及び内容等 

(1) 試験日時 令和８年５月中旬（応募書類到着後、調整の上、改めてご連絡します） 

(2) 試験会場 岡山県庁分庁舎（岡山市中区古京町１丁目７－３６） 

(3) 試験の方法及び内容 

    面接試験（人物試験及び職務に関連する知識に係る口述試験） 

※得点の高い順により合格者を決定します。なお、一定の基準に達しない場合は、得点にかかわらず不

合格とします。 

(4) 合格発表 試験実施から５日後程度（予定）（※合否結果については、受験者全員に郵送で通知します。） 

 

５ 勤務条件及び給与等について 

(1)  任用期間は、令和８年６月１日から令和９年３月３１日までです。 

   ※任用期間満了後、能力実証を行った上で、４回を上限として再度任用される場合があります。 

(2) 勤務時間は原則として８時３０分から１７時１５分までで、週５日（３８時間４５分）勤務です。なお、

休憩時間は１２時から１３時までの１時間です。（所定労働時間を越える労働（時間外勤務）がある場合も

あります。） 

(3) 給料は、令和８年５月７日現在、月額２６１，９００円です。 

 (4)  通勤手当は、通勤方法に応じて一般職員に準じた額を支給します（月の初日に在職する者が対象）。 

(5)  そのほかにも、時間外勤務手当、期末手当・勤勉手当(※1)、退職手当(※2)等が支給されます。 

   (※1)任期が６月以上等一定の要件を満たす必要があります。 

   (※2)勤務した月が引き続いて６月を超える等一定の要件を満たす必要があります。 

(6)  任用期間及び県のいずれかの職に引き続き在職していた期間（勤務実態が継続している場合は通算）に応

じて、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（令和元年岡山県人事委員会規則第２６号。

以下「規則」という。）に定める日数が任用時に付与されます。 

(7)  規則に定める要件を満たす場合は、有給又は無給の休暇等を取得できます。（令和８年５月７日現在） 

・有給（公民権行使、官公署出頭、災害による現住居滅失等、災害等による出勤困難・退勤途上危険回避、

忌引、結婚、夏季、妊産婦の健康診査・保健指導、妊娠中の通勤緩和、出生サポート、産前産後、

配偶者の出産、育児参加、私傷病、子の保育・看護、介護、骨髄等ドナー） 

・無給（生理による就業困難、妊産疾病、公務上の傷病、通勤上の傷病） 

 (8) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）及び職員の育児休業等に関する条例（平

成４年岡山県条例第３号）に定める要件を満たす場合は、育児休業又は部分休業を取得できます。 

 (9)  地方職員共済組合(短期福祉)・雇用保険(※1)・厚生年金保険に加入していただきます。 

   公務上の災害については、労働者災害補償保険又は公務災害補償に準じた補償(※2)が適用されます。 

   (※1)退職手当の支給対象となった場合、雇用保険は適用除外となります。 

     (※2)勤務した月が引き続いて１２月を超える等一定の要件を満たした場合、地方公務員災害補償基金の 

     対象となります。 

 (10) 任用が事実上１２月を超える場合等、地方公務員等共済組合法の適用対象となった場合には、地方職員

共済組合に加入していただきます。（短期福祉及び長期給付） 

（11） 地方公務員法により、営利企業への従事等に制限が設けられているため、原則として副業はできません。 

 

６ そ  の  他 

(1) 窓口における情報提供 

提供を受けることができる者 提供内容 提供期間 提供場所 

受験者本人 
面接試験の得点及び

順位 

合格発表の日か

らおおむね１か

月間 

岡山県総務部 

人事課 

 

    この試験の結果については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６９条第２項

第１号の規定により、窓口で情報提供を受けることができます。 

なお、電話等による情報提供はできません。受験者本人が受験票を持参の上、８時３０分から１７時ま

での間に直接岡山県総務部人事課へお越しください。（土曜日、日曜日及び祝日は受付していません。） 

 



(2) 郵送による情報提供 

    郵送でも試験成績の情報を提供します。住所・氏名を記載した封筒（長形 3 号）を用意し、460 円分（簡

易書留相当分）の切手を貼り付けて、封筒の表の左下に受験番号を記載の上（下図参照）、試験日に持参

してください。持参した封筒は試験前に回収します。提供する内容は(1)の窓口における情報提供の場合と

同じです。 

※返信用封筒は試験日以外の受付はできません。また、試験当日に封筒を忘れた場合や切手代金に不備

がある場合は、受け付けられませんので、希望する場合は、(1)の窓口における情報提供を受けてく

ださい。 

※送付先住所は、申込書の住所（現住所又は不在時連絡先）を記載してください。 

     ※情報提供を行う時期は、合格発表日からおおむね 10 日以内とします。 

 

460 円分 

の切手 

赤字で 

記入 

受験番号 

を記入 


